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令和６年度「女性関連施設相談員・相談事業担当者研修」開催要項 

 

１．趣 旨 

 女性関連施設等における相談事業の実施に必要な知識・技能を習得し、あわせて管理・運営方

法を学ぶことで、相談事業を通じて男女共同参画社会の形成に貢献する人材を育成します。 

ジェンダーの視点に立って相談者を理解し、相談から見えるニーズを事業や施策に反映させる

力量を養うとともに、当事者中心の支援のための地域づくりに資する研修を実施します。 

 

２．主 催  独立行政法人国立女性教育会館（ＮＷＥＣ） 
 

３．方法・日程 

 【オンライン研修】（ＹｏｕＴｕｂｅによる動画視聴及びＺｏｏｍによるライブ配信） 

    令和６年８月２７日（火）〜９月３０日（月） 

【対面研修】（ネットワーク形成を図るための演習、会場：国立女性教育会館） 

令和６年９月１９日（木）〜９月２０日（金）１泊２日 

 

４．対象・定員 

・公私立の男女共同参画センター、女性センター等の女性関連施設等において相談業務に 

携わっている相談員及び相談事業担当者・管理者 

・地方公共団体における関連施策担当者（相談事業を統括する立場にある方を含む） 

【オンライン研修】３００名程度 

【オンライン研修＋対面研修】３０名程度 

＊応募多数の場合は選考により受講者を決定します。選考にあたっては、地域バランス・経験

年数等を考慮します。 

 

５．参加費 無料（対面研修参加の場合、別途諸経費が必要です） 

 

６．内 容 

事前学習                                                                           

「男女共同参画共通基礎講座」（希望者のみ）※新任者の方は必ず受講ください 

（１～２時間程度） 

 動画及び資料で、男女共同参画推進の意義、用語、法律（「困難な問題を抱える女性への支援に

関する法律」含む）、制度、あゆみなどの基礎知識や情報を学びます。 

 
オンライン研修 ※令和５年度研修の再配信含む                                                                    

（１）オリエンテーション 

主催者あいさつ      萩原なつ子 国立女性教育会館理事長        

オリエンテーション  国立女性教育会館事業課 

 

（２）講義１「女性関連施設における相談事業の意義～ジェンダー視点に立った相談とは」 

＊令和 5 年度研修の講義の再配信（４５分） 

女性関連施設の相談事業を運営し、男女共同参画の本質とその視点に立った相談業務の在 

り方について学びます。相談者に向き合うために必要な自分自身のジェンダー視点を養い、 
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女性の直面する困難が社会構造と深く結びついていることを踏まえ、女性相談のプロセスと 

役割について理解を深めます。 

講師：加藤伊都子 ＮＰＯ法人日本フェミニストカウンセリング学会代表理事 

         フェミニストカウンセリング堺 

 

（３）講義２「女性支援法で変わる支援現場のこれから～ジェンダーベイスト・バイオレンスに

向き合う地域をつくるためには」                 （４５分） 

   「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の施行で、女性支援の現場はどう変わ                                        

りつつあるのか。地域の相談支援の担い手の連携、協働に向けて、ジェンダーベイスト・バ

イオレンスとは何かを理解し、新たな地域づくりの方策を考えます。 

講師：北仲 千里 ＮＰＯ法人全国女性シェルターネット共同代表 
         広島大学ハラスメント相談室准教授 
  

（４）講義３「ジェンダー視点に立った相談対応の実践に向けて」        （４５分） 

ジェンダーに基づく暴力について、その要因となる背景、被害者にもたらす影響等を踏ま

えて、構成事例のロールプレイから具体的な相談対応を考え、必要なスキルを養います。 

      講師：河野 和代 ウィメンズカウンセリング徳島代表 
 

（５）講義４「関係機関との連携」                     ＊令和 5 年度研修の講義の再配信（６０分） 

ソーシャルワークに関わる支援の流れを踏まえながら、関係機関の機能の把握や連携の方

法及び相談員が知っておくべき法制度の概要等について学びます。 

講師：甲木 京子 一般社団法人女性と子どものエンパワメント研究所（ぱ～ぷるリボン） 

 

（６）講義５「相談支援に関わる法手続き～ＤＶ・離婚・親権等」         （４５分) 

ＤＶ被害者等への法的支援を中心に、親権・監護をめぐる紛争、面会交流の現状と課題に

ついて、最近の法改正の動向を含め、相談支援の要となる法知識を学びます。 

講師：岡村 晴美 名古屋南部法律事務所 

 

（７）講義６「相談者の立場に立った環境整備と運営」              （４５分） 

相談者が安心して利用できる相談スペースの作り方、広報、社会資源情報の整備と提供方

法等、女性関連施設における相談環境整備のポイントと相談システムについて学びます。 

講師：村瀬 智子 名古屋市スポーツ市民局男女平等参画推進課課長補佐 

 

（８）講義７「相談のニーズを事業・施策に反映する」  ＊令和 5 年度研修の講義の再配信（４５分）                     

      個別相談から地域の課題やニーズをとらえ、事業や行政の施策に反映させる意義とその方

法について、三重県男女共同参画センターでの実践例を基に学びます。 

講師：北川 智代  三重県男女共同参画センター事業課相談係 

 

（９）情報交換会                    （ライブ配信９０分・希望者のみ）       

９月１２日（木）１０：３０～１２：００＊定員４０名（希望者多数の場合は抽選）  

９月１２日（木）１３：３０～１５：００＊定員４０名（希望者多数の場合は抽選） 

   参加者同士で業務に関わる情報交換を行います。 

進行・助言：加藤 伊都子 ＮＰＯ法人日本フェミニストカウンセリング学会代表理事 
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甲木 京子 一般社団法人女性と子どものエンパワメント研究所（ぱ～ぷるリボン） 

北川 智代 三重県男女共同参画センター事業課相談係 

         仁科 あゆ美 一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団 理事・本部長 

         村瀬 智子 名古屋市スポーツ市民局男女平等参画推進課課長補佐 

 

【受講に必要な環境】 

・インターネットに接続できるパソコン（推奨）またはタブレット・スマートフォンが、一人

一台使用できること 

「情報交換会（ライブ配信）」に参加する場合 

・インターネットに接続できるパソコン又はタブレット（スマートフォン不可）にwebカメラ・

マイク機能があること（外付けも可）  

・使用する端末に、「Zoom」アプリがインストールしてあること 

・通信が遅延、途切れることのない安定したネットワーク環境があること 

・話しやすい静かな環境であること 

 

対面研修                                                                             

オンラインでの学びを踏まえ、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に根差し

た、新たな支援体制の在り方を考え、互いの知見を交換しながら、ネットワークづくりを行い

ます。 
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■ １日目：９月１９日（木） 

 （１）開 会                       １３：００～１３：１０（１０分） 

主催者あいさつ    萩原なつ子 国立女性教育会館理事長         

趣旨説明・事務連絡  国立女性教育会館事業課 

 

（２）オープニングセッション：事例報告とパネルトーク 

「当事者中心の支援体制のために何が必要なのか①～地域のプラットフォームづくり」 

１３：１０～１５：００（１１０分） 

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」施行後の政策の動向と東京都国立市

の実践について、それぞれの立場から報告を行います。また、地域の協働体制における今後

の課題と新たな取組について意見交換します。 

進行役：湯澤 直美 立教大学コミュニティ福祉学部教授   

登壇者：中村 彩子 厚生労働省社会・援護局総務課女性支援室長 

    吉田 徳史 国立市政策経営部市長室長 
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    遠藤 良子 ＮＰＯ法人くにたち夢ファームＪｉｋｋａ責任者 

    木山 直子 くにたち男女平等参画ステーション長 

 

（３）講義とグループワーク 

「当事者中心の支援体制のために何が必要なのか②～現状の課題から考える」 

１５：１０～１６：５５（１０５分） 

女性支援新法が施行され、当事者中心の支援体制を整備することは大きなミッションとな

っています。自治体における体制整備の視点、相談員の雇用・育成の視点、連携の視点から

今後どのような取組が求められるか、現状の課題を踏まえて考えます。 

講師：湯澤 直美 立教大学コミュニティ福祉学部教授 

       

 （４）懇親会（夕食を兼ねる）            １８：３０～２０：００（９０分） 

全国からの参加者同士で情報交換とネットワークづくりを行います。 

 

■ ２日目：９月２０日（金） 

（５）講義とグループワーク 

「当事者中心の支援体制のために何が必要なのか③～ＳＮＳ相談と若年女性の支援」 

   ９：００～１２：００（１８０分） 

ＳＮＳ相談から見えてくる若年女性の抱える困難について学ぶとともに、地域でＳＮＳ相

談に取り組む際の注意点、若年女性をリアルな支援に繋げるために必要な環境整備と相談対

応について、構成事例をもとに相互検討します。 

講師：遠藤 智子 一般社団法人社会的包摂サポートセンター事務局長 

 

（６）クロージングセッション：講義とグループワーク 

「地域の協働でつくるこれからの女性支援」   １３：００～１５：００（１２０分）     

女性支援新法に根差した地域づくりにおいて、多様なアクターの協働は欠かせません。

そこで、相談員や支援者に求められる役割とは何かを考え、２日間の学びを総括します。 

講師：山崎 菊乃 ＮＰＯ法人女のスペース・おん代表理事  

 

（７）閉会・アンケート記入              １５：００～１５：１５（１５分） 

  

【所要経費】 

（１）宿泊費 研修期間中：１名１泊 １，８００円 

前泊（９／１８）も同じ料金で宿泊できます。 

未就学児ベッドパッド代：１名１泊 ８１４円 

 

（２）食 費 朝食 １，１００円 

（目安）昼食 ６００～８００円 

夕食（１９日懇親会） １，５００円  

 

７．申込方法等                             

（１）申込方法 

専用申込フォームからお申込みください。                           

URL：https://www.nwec.go.jp/event/training/g_soudan2024.html 
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＊同じメールアドレスで複数の受講者を登録することはできません。 

＊参加決定通知や資料等はメールで送付します。外部からのメールが受信できるアドレ

スを入力してください。 

＊対面研修の参加者には、名簿（氏名・都道府県・所属機関名・部署名を記載）を配付

しますので予め御了承ください。 

 

 （２）申込期間  

７月８日（月）９：００ ～ ８月７日（水）１６：００ 

 

 （３）参加決定 

申込フォーム記載のメールアドレスに通知します。 

＊８月２１日（水）を過ぎても連絡がない場合は、事業課までお問合せください。 

 

（４）キャンセル 

キャンセルする場合は、問合せフォームに入力してください。 

＊対面研修で宿泊される方は、９月４日（水）以降キャンセル料金が発生しますので、

御注意ください。 

 

 （５）無料託児   

おおむね０歳（３か月）以上～小学６年生のお子さまを対象に、以下の時間帯で行いま

す。御希望の方は、申込フォームにてお申込みください。 

① ９月１９日（木）１２：００～１７：３０ ※１８時以降は利用できません。 

② ９月２０日（金）９：００～１５：４５ 

 

８．その他 

（１）フォローアップ調査の実施 

研修終了後、令和７年２月頃を目途に、研修成果が実際の職務に役立てられているかを

伺うフォローアップ調査を実施します。現場のニーズや課題を今後の研修内容に反映する

ために、御協力をお願いします。 

 

（２）プログラムの変更・中止について 
    感染症、気象状況、官公庁からの指示、その他主催者が研修を安全かつ円滑に実施する

ことが困難と判断した場合には、やむを得ずプログラム内容の変更又は開催を中止する場

合があります。これらの情報は、随時ＮＷＥＣホームページでお知らせします。   
 

 ９．問合せ先 

独立行政法人国立女性教育会館事業課 

〒３５５－０２９２ 埼玉県比企郡嵐山町菅谷７２８ 

ＴＥＬ：０４９３－６２－６７２４／６７２５ (平日９：００～１７：００) 

メール：ml.soudan@nwec.go.jp    

問合せフォーム URL: https://forms.gle/HXknW584Eb4CDn8c6 
 


